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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月2日(2012.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】請求項３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３９】
　状態が、肝線維症、肝硬変症、膵炎、膵線維症、嚢胞性線維症、声帯瘢痕化、声帯粘膜
線維症、喉頭線維症、肺線維症、特発性肺線維症、骨髄線維症、後腹膜線維化症、腎性全
身性線維症、肺がん、膵がん、乳がん、肝がん、胃がんおよび大腸がんからなる群から選
択される、請求項３７に記載の医薬組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１９】
　他の態様において、治療剤は核酸を含んでもよい。これらの態様において、治療剤はｓ
ｉＲＮＡ、ＤＮＡ、ＲＮＡおよびアンチセンス核酸から選択され得る。ある態様において
、治療剤はｓｉＲＮＡであってもよい。一部の態様において、ｓｉＲＮＡは５～５０塩基
対、好ましくは１０～３５塩基対、より好ましくは１９～２７塩基対を有するＲＮＡを含
む。ｓｉＲＮＡはまた、ＲＮＡ／ＤＮＡ混合分子またはタンパク質／ＲＮＡ混合分子を含
んでもよい。ある態様において、治療剤はコラーゲンの分泌を抑制してもよい。治療剤は
、標的器官へ送達されてから、組織メタロプロテアーゼインヒビター（ＴＩＭＰ）または
分子シャペロンの活性を実質的に抑制してもよい。一部の態様において、治療剤の標的組
織への送達によって抑制される分子シャペロンは、コラーゲン特異的なもの、例えば熱シ
ョックタンパク質４７（ＨＳＰ４７）などであってもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２１】
　本明細書に開示する治療組成物は、種々の手法で調製することができる。本明細書に開
示するターゲティング剤および／または治療剤の１または２以上は、静電結合を介して担
体と作動可能に結合していてもよい。ある態様において、ターゲティング剤は、静電結合
を介して担体と作動可能に結合していてもよい。同様に、治療剤は、静電結合を介して担
体と作動可能に結合していてもよい。治療剤が担体と静電結合を介して結合している一部
の態様において、治療剤は核酸を含んでもよい。例えば、治療剤であるｓｉＲＮＡは担体
と静電的に結合していてもよい。
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